
昭島都市計画特別用途地区 

立川基地跡地広域行政機能地区の変更（昭島市決定）（案） 

 

昭島都市計画特別用途地区立川基地跡地広域行政機能地区を次のように

変更する。 

面積欄の（  ）内は変更前を示す。 

種類 面積 備  考 

立川基地跡
地広域行政
機能地区 

約 20.2ha 

（約 14.5ha） 

〔緩和内容の概要〕 
建築基準法（昭和 25 年法律 201 号）第 48

条第６項の規定にかかわらず、刑事収容施設
及び被収容者等の処遇に関する法律（平成
17年法律第50号）第３条で定める刑事施設，
少年院法（平成 26 年法律第 58 号）第３条及
び第４条に定める少年院並びに婦人補導院
法（昭和 33 年法律 17 号）第１条第１項に定
める婦人補導院に附属する次に掲げる建築
物を建築することができる。 
（１）原動機を使用する作業場 
（２）空気圧縮機を使用する作業場 
（３）研磨機による金属の乾燥研磨をする作
業場 
（４）アセチレンガスを用いる金属の工作を
する作業場 
（５）瓦，れんが，土器，陶磁器，人造と石，
るつぼ又はほうろう鉄器を製造する作業場 
（６）引火性溶剤を用いるドライクリーニン
グを行う洗濯場 
（７）その他市長が周辺の居住環境を害する
おそれがないと認めるもの 

合計 
約 20.2ha 

（約 14.5ha） 

 

「種類、位置及び区域は、計画図表示のとおり」 

 

理 由 

広域的な機能の導入を図るとともに、周辺の良好な住環境を保護す

るため、用途の制限を緩和する特別用途地区を変更するものである。 

 

 

 

変更概要              

変更箇所 変更前 変更後 面積 備考 

昭島市もくせいの

杜二丁目地内 
指定なし 

立川基地跡地 

広域行政機能 

地区 

約  ha 

5.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諮問第５号 







都市計画の案の理由書 

 

１ 種類・名称 

昭島都市計画特別用途地区 立川基地跡地広域行政機能地区 

 

２ 理由 

本地区は、＜多摩の拠点整備基本計画＞において、核都市「立川」

の整備エリアに含まれており、法務省の国際法務総合センターなど

核都市にふさわしい広域的な機能や、業務・商業機能の導入を進め、

にぎわいと活気の創出を図る地区とされている。 

また、＜昭島市都市計画マスタープラン＞においても、広域的な

機能が立地するほか、住宅や商業施設・福祉施設等の導入により、

「昭島市の東の玄関口」にふさわしいにぎわいと活気の創出を図る

地区とされている。 

本地区で立地を予定している法務省女子中間ケアセンター（仮称）

は、受刑者の刑務作業及び職業訓練などを行う矯正施設であるが、

本地区は、周辺の住環境を悪化させないよう、刑務作業等の騒音、

振動等の発生を抑制するため、騒音及び振動等の規制基準が厳しい

住居系の用途地域とする。併せて、面積約 5.7 ヘクタールの区域に

ついて、当該施設の立地が可能となるよう用途の制限を緩和する特

別用途地区の追加指定を行うものである。 
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⽴川基地跡地昭島地区の
都市計画変更について

（令和３年10月13日）

諮問第１号〜第５号 参考資料
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位置

１.地区の概要

昭島市域 ⽴川基地跡地昭島地区

︓⾏政界

もくせいの杜二丁目

もくせいの杜一丁目

変更区域



2/15１.地区の概要
⼟地利⽤計画図

昭島市 ⽴川市

公園

国利⽤
（法務省）

⺠間利⽤ 保護区域

環境保全
⽤地

昭和記念公園

残堀川

国利⽤
（法務省）

⺠間利⽤

緑
道

緑
道

昭島地区事業区域
（約70ha）

昭島3・2・11国営公園⻄線

昭島3・2・3国営公園南線

変更区域

公共利⽤

都利⽤
（調節池）

公共利⽤
（交通広場）

公園・緑地
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１
２

２.都市計画変更案の内容

凡 例

番号 記号 ⽤途 建ぺい率％ 容積率％ 高さ制限m 高度地区 防火・準防火 面積
約 ha

①
第一種低層住居専⽤地域

↓

第二種住居地域

30
↓

60

50
↓

200

10
↓

ー

１高
↓

２高

ー
↓

準防火
9.7

②
第一種低層住居専⽤地域

↓

第一種中高層住居専⽤地域

30
↓

60

50
↓

200

10
↓

ー

１高
↓

２高

ー
↓

準防火
0.8

⽤途地域等
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凡 例

特別⽤途地区区域

既指定区域

今回指定区域

２.都市計画変更案の内容
特別⽤途地区＜⽴川基地跡地広域⾏政機能地区＞
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地区計画＜⽴川基地跡地昭島地区地区計画＞

（４）複合利⽤Ｂ地区

２.都市計画変更案の内容

（８）公園等利⽤地区 (拡張)

（３）業務地区

（１）複合利⽤Ａ地区

（２）環境保全地区（７）公的利⽤Ｃ地区 (新規)

（６）公的利⽤Ｂ地区 (新規)

（５）公的利⽤Ａ地区 (拡張)

①地区の名称と⼟地利⽤の⽅針



6/15２.都市計画変更案の内容

（１）複合利⽤Ａ地区 商業を主体としたにぎわいのある交流拠点の形成を図る。

（２）環境保全地区 都市部の緑を確保するとともに、市⺠や来街者が憩うことのできる地区
の形成を図る。

（３）業務地区 業務を主体として多様な機能を誘導し、周辺環境と調和した市街地の
形成を図る。

（４）複合利⽤Ｂ地区 ゆとりある住環境を中心に業務・商業機能などを誘導し、安全で快適な
複合市街地の形成を図る。

（５）公的利⽤Ａ地区 広域的な機能を有する国の施設を主体とする周辺環境と調和した地
区の形成を図る。

（６）公的利⽤Ｂ地区 調節池及び平常時のグラウンド利⽤等により、地域の安全と健康増進
に資する⼟地利⽤を図る。

（７）公的利⽤Ｃ地区 隣接する⽴川市域のごみ焼却場と一体の敷地とし、緑地、防災機能を
持つオープンスペースの確保等、周辺環境に配慮した⼟地利⽤を図る。

（８）公園等利⽤地区 公園や病院等を主体とする周辺環境と調和した地区の形成を図る。

新規

拡張

新規

拡張

①地区の名称と⼟地利⽤の⽅針

⾚字︓変更箇所

地区計画＜⽴川基地跡地昭島地区地区計画＞
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新たに地区整備計画区域とする区域

凡 例

複合利⽤Ａ地区

業務地区

複合利⽤Ｂ地区

公的利⽤地区

公園等利⽤地区

凡 例

地区計画区域

地区整備計画区域

変更箇所

２.都市計画変更案の内容
地区計画＜⽴川基地跡地昭島地区地区計画＞
②地区整備計画区域
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公園１号

区画道路３号

区画道路２号

凡 例

種類 名称 幅員 種類 名称 幅員 種類 名称 幅員 種類 名称 幅員

環境緑地１号 2.0ｍ 区画道路１号 6〜10ｍ 公園１号 ー 歩⾏者専⽤道路 6.0ｍ

環境緑地２号 1.5m 区画道路２号 12m 緑道１号 8m 歩道状空地１号 1.0m

環境緑地３号 0.5m 区画道路３号 12m 緑道２号 4m 歩道状空地２号 1.5m

環境緑地４号 8.0m

環境緑地１号

環
境
緑
地
２
号

凡 例

⾏政界

地区計画区域

地区区分界

環境緑地１号

環境緑地４号

環境緑地１号

環境緑地１号

区画道路１号
区画道路１号

環境緑地３号

２.都市計画変更案の内容

緑道１号 緑道２号

環
境
緑
地
３
号

歩道状空地２号

歩道状空地１号

⾚字︓変更箇所

地区計画＜⽴川基地跡地昭島地区地区計画＞
③地区施設の配置



9/15

複合利⽤Ａ地区
（約５.３ha）

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

（１）神社、寺院、教会その他これらに類するもの
（２）⾃動⾞⾞庫（附属⾞庫を除く）
（３）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝⾺投票券発売所、場外⾞券売場その他これらに類するもの
（４）⾃動⾞教習所
（５）工場（店舗に附属する作業所を除く）
（６）倉庫業を営む倉庫

業務地区
（約６.３ha）

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

（１）神社、寺院、教会その他これらに類するもの
（２）キャバレー、料理店その他これらに類するもの
（３）ホテル又は旅館
（４）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝⾺投票券発売所、場外⾞券売場その他これらに類するもの
（５）⾃動⾞教習所

複合利⽤Ｂ地区
（約８.５ha）

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

（１）神社、寺院、教会その他これらに類するもの
（２）⾃動⾞⾞庫（附属⾞庫を除く）
（３）ホテル又は旅館
（４）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝⾺投票券発売所、場外⾞券売場その他これらに類するもの
（５）⾃動⾞教習所

２.都市計画変更案の内容
地区計画＜⽴川基地跡地昭島地区地区計画＞
④建築物等の⽤途の制限
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公的利⽤Ａ地区
（約２０.６ha）

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

（１）神社、寺院、教会その他これらに類するもの
（２）⾃動⾞⾞庫（附属⾞庫を除く）
（３）ホテル又は旅館
（４）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝⾺投票券発売所、場外⾞券売場その他これらに類するもの
（５）カラオケボックスその他これに類するもの

公的利⽤Ｂ地区
（約２.６ha）

次の各号に掲げる建築物又は工作物以外は建築又は築造してはならない。

（１）地⽅公共団体等が管理する運動施設内の公衆便所、更⾐室及び管理事務所その他これらに類す
るもの

（２）河川法第３条第２項に規定する河川管理施設

公的利⽤Ｃ地区
（約１.４ha）

次の各号に掲げる建築物又は工作物は建築又は築造してはならない。

（１）神社、寺院、教会その他これらに類するもの
（２）⾃動⾞⾞庫（附属⾞庫を除く）
（３）ホテル又は旅館
（４）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝⾺投票券発売所、場外⾞券売場その他これらに類するもの
（５）カラオケボックスその他これに類するもの
（６）ごみ焼却場（それに附属するもので、直接ごみ処理施設の⽤途に供しないものを除く）

公園等利⽤地区
（約３.８ha）

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

（１）大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
（２）神社、寺院、教会その他これらに類するもの

２.都市計画変更案の内容

拡張

⾚字︓変更箇所

地区計画＜⽴川基地跡地昭島地区地区計画＞
④建築物等の⽤途の制限

新規

新規

拡張
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⾚字︓変更箇所

公園等利⽤地区(拡張)
100 ㎡

業務地区
250 ㎡

複合利⽤Ａ地区
250 ㎡

複合利⽤Ｂ地区
115 ㎡

公的利⽤Ｂ地区(新規)
なし

公的利⽤Ｃ地区(新規)
1,000 ㎡

２.都市計画変更案の内容

公的利⽤Ａ地区(拡張)
1,000 ㎡

複合利⽤Ｂ地区

公園等利⽤地区 (拡張)

業務地区

複合利⽤Ａ地区

公的利⽤Ｃ地区 (新規) 公的利⽤Ｂ地区 (新規) 公的利⽤Ａ地区 (拡張)

拡張

新規 新規 拡張

地区計画＜⽴川基地跡地昭島地区地区計画＞
⑤建築物の敷地面積の最低限度
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２号壁面線 ２号壁面線５号壁面線

１号壁面線 ４号壁面線

５
号
壁
面
線

凡 例

種類 名称 位置の制限

１号壁面線 境界から8.0m以上

２号壁面線 境界から2.0m以上

３号壁面線 境界から1.5m以上

４号壁面線 境界から4.0m以上

５号壁面線 境界から0.5m以上

６号壁面線 境界から1.0m以上

３
号
壁
面
線

２号壁面線

１号壁面線

２.都市計画変更案の内容

⾚字︓変更箇所

地区計画＜⽴川基地跡地昭島地区地区計画＞
⑥壁面の位置の制限
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⾚字︓変更箇所

公園等利⽤地区(拡張)
20ｍ

業務地区
（１）1,000㎡未満の敷地⇒25ｍ

（２）1,000㎡以上の敷地⇒30ｍ

複合利⽤Ａ地区
40ｍ

複合利⽤Ｂ地区
（１）1,000㎡未満の敷地⇒25ｍ

（２）1,000㎡以上の敷地⇒30ｍ

公的利⽤Ｂ地区(新規)
20ｍ

公的利⽤Ｃ地区(新規)
20ｍ

２.都市計画変更案の内容

公的利⽤Ａ地区(拡張)
30ｍ

複合利⽤Ｂ地区

公園等利⽤地区 (拡張

業務地区

複合利⽤Ａ地区

公的利⽤Ｃ地区 (新規) 公的利⽤Ｂ地区 (新規) 公的利⽤Ａ地区 (拡張)

拡張

新規 新規 拡張

地区計画＜⽴川基地跡地昭島地区地区計画＞
⑦建築物等の高さの最高限度
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１．建築物の外壁又はこれに代わる柱及び屋根の色彩は原色を避け、周囲の景観と調和
する落ち着きのある色調とする。

【外壁面の5分の4以上の面積】
(1) 色相が０R（⾚）から５.０Y（⻩）の場合 ⇒ 明度４以上８.５未満、彩度４以下の⾊彩

(2) 前１号に規定する色相以外の色相の場合 ⇒ 明度４以上８.５未満、彩度１以下の⾊彩

【屋根面】
(3) 色相が５.０YR（⻩⾚）から５.０Y（⻩）の場合 ⇒ 明度６以下、彩度４以下の⾊彩

(4) 前３号に規定する色相以外の色相の場合 ⇒ 明度６以下、彩度２以下の⾊彩

２.都市計画変更案の内容

２．屋外広告物は、設置位置、形態、規模、デザイン、色彩等について、地区の良好な環
境及び景観に配慮したものとする。

地区計画＜⽴川基地跡地昭島地区地区計画＞

⑧建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限
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（１）敷地面積から建築面積を除いた面積の１０分の２.５にあたる面積の敷地面積に
対する割合

（２）東京における⾃然の保護と回復に関する条例施⾏規則（平成１３年東京都規則
第３９号）別表第２の区分に応じた面積の欄に掲げる式の末尾に記載している数
値に１０分の０.５を加えた数値により算出した面積の敷地面積に対する割合

⾚字︓変更箇所

1,000㎡以上の敷地内における緑化率の最低限度は次の各号のいずれか⼩さい
⽅とする。ただし、市⻑が敷地の形態上、⼟地利⽤上やむを得ないと認めた場合は
この限りではない。

業務地区 公的利⽤Ａ地区
（拡張）

公園等利⽤地区
（拡張）

公的利⽤Ｃ地区
（新規）

２.都市計画変更案の内容

適⽤地区

地区計画＜⽴川基地跡地昭島地区地区計画＞

⑨建築物の緑化率の最低限度
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は じ め に 

 

 

平成 24 年に、用途地域等に係る都市計画決定権限が都道府県から市町村に移

譲された際に、東京都が策定した「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」

（以下「方針等」という。）を基本的には準用しつつ、より地域の実情に即し、

本市のまちづくりの計画等に沿った「昭島市用途地域等に関する指定方針及び指

定基準」（以下「指定方針及び指定基準」という。）を策定した。 

その後、東京都においては、東京の持続的な発展を目指し、平成 29 年９月に、

2040 年代に目指すべき都市の姿とその実現に向けた、都市づくりの基本的な方針

と具体的な方策を示す「都市づくりのグランドデザイン」を策定し、これを踏ま

えた土地利用を推進するため、令和元年 10 月に東京都の「方針等」を改定した。 

さらに、本市においては、令和３年３月に、2040 年代を目標年次とする「昭島

市都市計画マスタープラン」を改定した。 

これらの状況の変化と、国における田園住居地域の創設なども踏まえ、本市の

「指定方針及び指定基準」について、ここに改定するものである。 

今後は、「昭島市都市計画マスタープラン」に掲げた本市のまちづくりの基本

方針をもとに、現況の土地利用を踏まえ、魅力と活力ある都市づくりを進めてい

くため、この「指定方針及び指定基準」に基づき、適切に用途地域等の指定を行

うものとする。 
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Ⅰ 用途地域等に関する指定方針 

１ 用途地域に関する指定方針 

 東京都の方針等を基本とし、昭島市都市計画マスタープランにおいて地域の特性 

を踏まえて設定した各ゾーン等における用途地域の指定方針は以下のとおりとする。 

  

(1) にぎわいと交流を育むゾーン 

  都市拠点及び拠点に準ずる地区に位置付けられた各駅周辺については、地域の 

特性に応じて、商業系の用途地域を指定する。 

  

(2) 水と緑を守り育てるゾーン 

  「緑の拠点」及び「水と緑の主軸」に位置付けられた各エリアについては、周辺地 

域との連続性等を考慮した用途地域を指定する。 

 

(3) 環境に配慮した生産・流通ゾーン 

  中神駅及び昭島駅の北部、郷地・福島地区などの工業地や、拝島橋周辺の大規 

模な流通施設が立地する地区については、地域の特性に応じて、工業系の用途地 

域を指定する。 

 

 (4) 緑豊かに住まうゾーン 

  江戸街道以南及び玉川上水以北の、主に低層住宅を中心とした土地利用がなさ 

れている地域については、良好な住環境の形成を図るため、原則として第一種低層 

住居専用地域を指定する。また、日用品販売店舗の立地を許容する区域は、第二 

種低層住居専用地域を指定する。 

 

 (5) 快適な都市生活を創るゾーン 

  江戸街道以北を中心とした、低層・中高層の住宅が高い密度で立地している地域 

については、利便性・安全性・快適性の高い住環境の形成及び保全を図るため、地 

域の特性に応じて、住居系の用途地域を指定する。 

    

(6) その他、沿道地域等における用途地域の指定方針 

  都市軸など主要な道路の沿道については、周辺の住環境に配慮しつつ、商業、 

サービス業などの立地を図るため、個々の道路の持つ機能や、地区の特性に応じて 

適切に用途地域を指定する。 

  また、立川基地跡地昭島地区については、土地利用計画に基づき、適切に用途 

地域を指定する。 
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２ その他の地域地区の活用方針 

 特別用途地区、高度地区、防火地域及び準防火地域並びにその他の地域地区を

有効に活用し、良好な街並み景観の形成、防災性の向上など地域の特性を生かし

て目標とする市街地像への誘導を図る。 

(1) 特別用途地区 

  特別用途地区については、土地利用の増進や環境の保護などの特別の目的を

実現するため、用途地域を補完し、特定の建築物の用途等を制限または緩和す

ることが必要な区域について、積極的に活用を図る。 

 

(2) 高度地区 

  住環境の保護や良好な都市環境の形成を図るため、基本となる用途地域との

整合に留意し、地域の特性に応じて斜線制限型高度地区及び絶対高さを定める

高度地区を適切に組み合わせて指定する。 

  なお、土地の高度利用を図る観点から、400％の容積率が指定された区域に

ついては、斜線制限型高度地区を指定しないことができる。 

 

(3) 防火地域及び準防火地域 

 防災上の観点から、400％の容積率が指定された区域に防火地域を指定する。

また、50％以上の建蔽率が指定された区域は、原則として準防火地域を指定す

る。 

 

(4) その他の地域地区 

  それぞれの地域特性を十分検討し、適時適切に定める。 

 

３ 用途地域の変更及び決定にあたって留意すべき事項 

 (1) 用途地域等の適時適切な見直し  

  既成市街地の機能更新等を効果的かつ円滑に進めるため、都市計画事業等の

進捗状況に応じ、適時適切に用途地域等を見直す。 

  市街地再開発事業等面的な都市計画事業を行う場合は、事業の都市計画決定

とあわせ用途地域等の変更を行う。 

  土地区画整理事業の施行区域にあっては、原則として仮換地指定以降に用途

地域等の変更を行うこととし、区域の一部に仮換地指定がなされた場合は、誘

導容積型地区計画とあわせて、用途地域等の変更を行うものとする。 

  都市計画道路等の整備に伴う用途地域等の変更は、供用開始の時期等を捉え、

適切に見直しを行うとともに、誘導容積型地区計画を有効に活用していく。 
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(2) 地区計画の原則化  

  用途地域等の変更に当たっては、都市機能の更新、住環境の保全、住宅の質

の向上、みどりの保全・創出など地区の課題にきめ細かく対応し、地域の特性

に応じた目指すべき市街地像を実現するため、必要な事項を原則として地区計

画に定める。 

みどりの保全・創出については、地域の特性に応じ、厚みとつながりのある

みどりの充実やみどりの量的底上げ、質の向上を図るための地区施設の配置や

緑化率の設定などについても考慮するものとする。 

  なお、容積率や建蔽率の低減や、地形地物による用途地域の変更など市街地

環境に及ぼす影響が想定されない場合は地区計画を定めないことができる。 

 

(3) 区域の設定  

① 区域の境界線等 

  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居

専用地域又は第二種中高層住居専用地域と、商業地域、工業地域とは、原

則として相互に接して指定しないものとする。 

  また、住居系用途地域と路線式商業系用途地域が隣接する場合など、隣

接する用途地域相互の容積率の差が過大にならないよう配慮して設定する

ものとする。 

  用途地域等の区域の境界線は、道路、鉄道、河川その他の地形地物等、

土地の範囲を明示するために適当なものを境界線とする。ただし、幹線道

路沿道など地域の特性によりこれにより難い場合は、路線式指定とするこ

とができるものとする。なお、地形地物等により難い場合は、市街地再開

発事業境界、行政界などを境界線とすることができる。 

 

② 標準面積及び路線式指定の区域 

  用途地域等の最小標準面積は、「指定基準」に示された数値を原則とする

が、都市計画事業や、特別用途地区、地区計画等により計画的な市街地の

整備を図る区域、比較的規模の大きい供給処理施設等の公共施設の区域に

ついては、指定基準の数値によらないことができる。 

  また、用途地域等を路線式指定とする場合、原則としてその区域の幅は

道路境界線より 20ｍとする。 

  ただし、おおむね 15ｍ以上の幅員を有する道路沿いの区域を路線式指定

とする場合は、延焼遮断帯形成など土地利用の目標、地域の特性及び周辺

の土地利用等を勘案し、その区域の幅は道路境界線より 30ｍとすることが

できる。 
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(4) 柔軟な土地利用施策の展開 

  一団地の住宅施設の都市計画が決定されている大規模な住宅団地において

は、地域に必要な道路、公園の整備や緑の保全など骨格的な事項を定めた上

で、原則として一団地の住宅施設の都市計画を廃止し、周辺地区の状況も勘

案した地区計画への移行を促進する。 
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Ⅱ 用途地域等に関する指定基準 

１ 第一種低層住居専用地域 

指定、配置及び規模等の基準 

 

１．指定すべき区域 

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するた

め定める地域 

(1) 良好な低層住宅地として、その環境を保護す

る区域 

(2) 土地区画整理事業その他の市街地開発事業

等により低層住宅地として、面的な市街地整備

を図る区域 

 

２．建蔽率と容積率の組合せ 

建蔽率と容積率の組合せは、指定標準のとおり

とする。 

 

３．外壁の後退距離 

外壁の後退距離は、必要な区域について１．５

ｍ又は１ｍに指定する。ただし、地区計画により

異なる数値を定めることができる。 

 

４．敷地面積の最低限度 

敷地面積の最低限度は、必要な区域について積

極的に指定する。 

 

５．高度地区 

原則として、第一種高度地区に指定する。 

 

６．防火地域及び準防火地域 

原則として、建蔽率５０％以上の区域は、準防

火地域に指定する。ただし、公共施設の整備され

た区域で延焼のおそれの低い区域については、こ

の限りでない。 

また、延焼の防止を図る必要のある区域につい

ては、建蔽率４０％の区域についても指定するこ

とができる。 

  

７．建築物の高さの最高限度 

 建築物の高さの最高限度は１０ｍに指定する。 

ただし、学校（教育施設）は１２ｍとすることが

できる。  

 

８．規模 

 おおむね５ｈａ以上とし、形状は整形とする。

ただし、地区計画等による区域は、この限りでな

い。 

 また、建蔽率と容積率の組合せの適用区域の選

定はおおむね１ｈａ以上とする。 

 

９．用途地域又は地区計画等で定める事項 

 用途地域の変更を行う場合は、良好な住環境を

維持するため、原則として敷地面積の最低限度を

定めることとする。 

 また、区域の道路等公共施設の整備水準に応じ

て、壁面の位置などに関する事項を定める。 
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指定標準 

適用区域 

建蔽率 

％ 

容積率 

％ 

建築物の高さの最高限度 

ｍ 

用途地域の変更にあたり導入を

検討すべき事項（注 2） 

１．環境良好な一般的な低層住宅地として将来

ともその環境を保護すべき区域 

４０ 

 

８０ １０  

５０ 

 

１００  敷 

２．農地等が多く、道路等の都市基盤が未整備

な区域及び良好な樹林地等の保全を図る区域 

３０ 

 

５０ １０  

４０ 

 

６０   

３．地区計画、耕地整理事業等により道路等が

ある程度整備されている区域で、区画道路率

がおおむね１６％未満の区域 

４０ ８０ １０ 

 

 

    

    

４．地区計画、耕地整理事業等により道路等が

ある程度整備されている区域で、区画道路率

がおおむね１６％以上の区域 

４０ 

 

５０ 

 

８０ 

 

１０ 

 

 

 

 

１００ 敷 

  

５．上記３．の区域にあって、用途地域又は地

区計画等において、敷地規模及び壁面の位置、

敷地内の道路沿いの壁面後退部分の緑化に関

する事項など住宅地の環境の向上に寄与する

事項が定められた区域 

 

５０ １００ １０ 敷・壁 

    

    

    

    

６．土地区画整理事業の完了した区域若しくは

仮換地指定（仮換地未指定の区域を含めて誘

導容積型地区計画をかける場合は、当該区域

を含む。） が行われた区域又は道路等の公共

施設が整備された区域 

 

５０ １００ １０ 敷 

    

    

    

    

 

（注１）日影による中高層建築物の高さの限度については、「東京都日影による中高層建築物の高

さの制限に関する条例」に基づくものとする（商業地域及び工業地域を除く。以降同様） 

（注２）用途地域の変更にあたり、指定標準の内容に応じて原則として用途地域又は地区計画等

で導入を検討すべき事項及びその凡例 

敷：敷地面積の最低限度 壁：壁面の位置又は外壁の後退距離 容：容積率の最高限度 

用：建築物等の用途制限 高：高さの最高限度 
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２ 第二種低層住居専用地域 

指定、配置及び規模等の基準 

 

１．指定すべき区域 

主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保

護するため定める地域 

(1) 良好な低層住宅地の環境を保護しつつ、日用

品販売店舗等の利便施設等が立地している区域

又は計画的に立地を図る区域 

(2) 主要な生活道路沿いの区域で、良好な低層住

宅地の環境を保護する区域 

 

２．建蔽率と容積率の組合せ 

建蔽率と容積率の組合せは、指定標準のとおり

とする。 

 

３．外壁の後退距離 

外壁の後退距離は、必要な区域について１．５

ｍ又は１ｍに指定する。ただし、地区計画により

異なる数値を定めることができる。 

 

４．敷地面積の最低限度 

敷地面積の最低限度は、必要な区域について積

極的に指定する。 

 

５．高度地区 

原則として、第一種高度地区に指定する。 

 

６．防火地域及び準防火地域 

原則として、建蔽率５０％以上の区域は準防火

地域に指定する。ただし、公共施設の整備された

区域で延焼のおそれの低い区域については、この

限りでない。 

また、延焼の防止を図る必要のある区域につい

ては、建蔽率４０％の区域についても指定するこ

とができる。 

 

７．建築物の高さの最高限度 

建築物の高さの最高限度は、１０ｍに指定する。 

ただし、学校（教育施設）は１２ｍとすること

ができる。 

  

８．規模 

おおむね１ｈａ以上とし、形状は整形とする。た

だし、第一種低層住居専用地域と隣接する区域又は

路線式指定とする区域は、この限りでない。 

 

９．用途地域又は地区計画等で定める事項 

用途地域の変更を行う場合は、良好な住環境を維

持するため、原則として敷地面積の最低限度を定め

ることとする。 

 また、区域の道路等公共施設の整備水準に応じ

て、壁面の位置、容積率の最高限度などに関する事

項を定める。 
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指定標準 

適用区域 

建蔽率 

％ 

容積率 

％ 

建築物の高さの最高限度 

ｍ 

用途地域の変更にあたり導入を

検討すべき事項（注） 

１．環境良好な低層住宅地で、小規模な店舗等

が立地している区域又は計画的な立地を図

る区域で、その環境を保護する区域 

４０ 

 

８０ １０  

５０ １００  敷 

２．環境良好な低層住宅地の主要な生活道路沿

いで、小規模な店舗等が立地している区域又

は計画的な立地を図る区域で、その環境を保

護する区域 

 

４０ 

 

８０ １０  

５０ １００  敷 

３．土地区画整理事業の完了した区域若しくは

仮換地指定（仮換地未指定の区域を含めて誘

導容積型地区計画をかける場合は、当該区域

を含む。）が行われた区域又は道路等の公共

施設が整備された区域であって、小規模な店

舗等が立地している区域又は計画的な立地

を図る区域で、その環境を保護する区域 

 

５０ １００ １０  

   

 

 

 

（注）用途地域の変更にあたり、指定標準の内容に応じて原則として用途地域又は地区計画等で

導入を検討すべき事項及びその凡例 

敷：敷地面積の最低限度 壁：壁面の位置又は外壁の後退距離 容：容積率の最高限度 

用：建築物等の用途制限 高：高さの最高限度 
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３ 第一種中高層住居専用地域 

指定、配置及び規模等の基準 

 

１．指定すべき区域 

中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護する

ため定める地域 

(1) 良好な中高層住宅地として、その環境を保護

する区域 

(2) 土地区画整理事業その他の市街地開発事業

等により道路、下水道、公園等が整備された区

域で、住環境の保護を図りつつ住宅を中高層化

する区域 

 

２．容積率 

２００％以下とする。 

 

３．建蔽率と容積率の組合せ 

建蔽率と容積率の組合せは、指定標準のとおり

とする。 

 

４．敷地面積の最低限度 

敷地面積の最低限度は、必要な区域について積

極的に指定する。 

 

５．高度地区 

(1) 原則として第二種高度地区に指定する。ただ

し、路線式指定の区域で特に住環境の保護を図

る必要がある区域または容積率１５０％の区

域は、第一種高度地区に指定することができ

る。 

(2) 良好な街並み景観の誘導を図るべき区域等

は、住環境に配慮しつつ、絶対高さ制限を定め

る高度地区に指定することができる。 

 

６．防火地域及び準防火地域 

原則として、準防火地域に指定する。ただし、

容積率２００％の区域で市街地の安全性の向上を

図る区域は、防火地域に指定することができる。 

 

 

 

 

 

  

７．規模 

おおむね３ｈａ以上とし、形状は整形とする。た

だし、第二種中高層住居専用地域と隣接する区域又

は路線式指定とする区域は、この限りではない。 

  また、建蔽率と容積率の組合せの適用区域の選定

はおおむね１ｈａ以上とする。 

 

８．用途地域又は地区計画等で定める事項 

用途地域の変更を行う場合は、良好な中高層住宅

地としてその環境の整備を図るため、原則として敷

地面積の最低限度、壁面の位置などに関する事項を

定めるとともに、地区の環境の向上に配慮して壁面

後退部分の緑化などに関する事項を定めることと

する。 
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指定標準 

適用区域 

建蔽率 

％ 

容積率 

％ 

用途地域の変更にあたり導入を 

検討すべき事項（注） 

１．良好な中高層住宅地として、その環境を保護す

る区域又は開発、整備する区域 

５０ １５０ 敷 

 ６０ ２００  

    

２．都市拠点及び拠点に準ずる地区の周辺の区域

で、良好な中高層住宅地化を図るべき区域 

５０ １５０ 敷・壁 

 ６０ ２００  

    

３．学校、図書館、その他の教育施設、病院等の立

地を図る区域 

４０ １５０  

   

 ５０ ２００  

 

 

 

６０ 

 

  

４．第一種低層住居専用地域または第二種低層住居

専用地域を貫通する主要な道路沿いで、特に後

背地の良好な環境を保護する区域 

５０ １５０ 敷 

   

６０ ２００  

   

 

（注）用途地域の変更にあたり、指定標準の内容に応じて原則として用途地域又は地区計画等で

導入を検討すべき事項及びその凡例 

敷：敷地面積の最低限度 壁：壁面の位置又は外壁の後退距離 容：容積率の最高限度 

用：建築物等の用途制限 高：高さの最高限度 
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４ 第二種中高層住居専用地域 

指定、配置及び規模等の基準 

 

１．指定すべき区域 

主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を

保護するため定める地域 

(1) 中規模な店舗等の立地を許容しつつ、良好な

中高層住宅地の環境を保護する区域 

(2) 土地区画整理事業その他の市街地開発事業等

により道路、下水道、公園等が整備された区域

で、住環境の保護を図りつつ住宅を中高層化す

る区域 

(3) 第一種中高層住居専用地域等を貫通する主要

な道路沿いで、特に後背地の良好な住環境を保

護するべき区域 

 

２．容積率 

２００％以下とする。 

 

３．建蔽率と容積率の組合せ 

  建蔽率と容積率の組合せは、指定標準のとおり

とする。 

 

４．敷地面積の最低限度 

  敷地面積の最低限度は、必要な区域について積

極的に指定する。 

 

５．高度地区 

(1) 原則として第二種高度地区に指定する。ただ

し、路線式指定の区域で特に住環境の保護を図

る必要がある区域または容積率１５０％の区域

は、第一種高度地区に指定することができる。 

(2) 良好な街並み景観の誘導を図るべき区域等

は、住環境に配慮しつつ、絶対高さ制限を定め

る高度地区に指定することができる。 

 

６．防火地域及び準防火地域 

原則として、準防火地域に指定する。ただし、

容積率２００％の区域で市街地の安全性の向上を

図る区域は、防火地域に指定することができる。 

  

７．規模 

 おおむね３ｈａ以上とし、形状は整形とする。た

だし、第一種中高層住居専用地域と隣接する区域又

は路線式指定とする区域は、この限りではない。 

また、建蔽率と容積率の組合せの適用区域の選定

はおおむね１ｈａ以上とする。 

 

８．用途地域又は地区計画等で定める事項 

用途地域の変更を行う場合は、良好な中高層住宅

地としてその環境の整備を図るため、原則として敷

地面積の最低限度、壁面の位置などに関する事項を

定めるとともに、地区の環境の向上に配慮して壁面

後退部分の緑化などに関する事項を定めることと

する。 
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指定標準 

適用区域 

建蔽率 

％ 

容積率 

％ 

用途地域の変更にあたり導入を 

検討すべき事項（注） 

１．第一種中高層住居専用地域等を貫通する主要な道路

沿いで、特に後背地の良好な住環境を保護すべき区域 

５０ １５０ 敷 

   

６０ ２００  

   

２．中高層住宅地として開発、整備する区域又はすでに

中高層住宅地として整備されている区域で、住民の日

常生活の利便から中規模な店舗等の立地を図る区域 

５０ １５０ 敷 

   

６０ ２００  

   

３．都市拠点及び拠点に準ずる地区の周辺で、住民の日

常生活の利便から中規模な店舗等の立地を図る区域 

５０ １５０ 敷・壁 

   

６０ ２００  

   

 

（注）用途地域の変更にあたり、指定標準の内容に応じて原則として用途地域又は地区計画等で

導入を検討すべき事項及びその凡例 

敷：敷地面積の最低限度 壁：壁面の位置又は外壁の後退距離 容：容積率の最高限度 

用：建築物等の用途制限 高：高さの最高限度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

５ 第一種住居地域 

指定、配置及び規模等の基準 

 

１．指定すべき区域 

住居の環境を保護するため定める地域 

(1) 商業地又は工業地に接する区域で、用途が混

在しているが、住環境を保護する区域 

(2) 住居専用地域を貫通する幹線道路沿いの区

域で、住環境を保護する区域 

 

２．容積率 

２００％以下とし、高度利用を図る区域は３０ 

０％とする。 

 

３．建蔽率 

原則として６０％とする。ただし、地域の特性

に応じて５０％とすることができる。 

 

４．建蔽率と容積率の組合せ 

建蔽率と容積率の組合せは、指定標準のとおり

とする。 

 

５．敷地面積の最低限度 

敷地面積の最低限度は、必要な区域について積

極的に指定する。 

 

６．高度地区 

(1) 原則として、第二種高度地区に指定し、容積

率３００％の区域は第三種高度地区に指定す

る。ただし、路線式指定の区域で特に住環境の

保護を図る必要がある区域または容積率１５

０％の区域は、第一種高度地区に指定すること

ができる。 

(2) 良好な街並み景観の誘導を図るべき区域等

は、住環境に配慮しつつ、絶対高さ制限を定め

る高度地区に指定することができる。 

 

７．防火地域及び準防火地域 

原則として、準防火地域に指定する。ただし、

容積率２００％以上の区域で市街地の安全性の向

上を図る区域は、防火地域に指定することができ

る。 

  

８．規模 

おおむね３ｈａ以上とし、形状は整形とする。た

だし、道路沿いに路線式指定とする区域は、この限

りではない。 

また、建蔽率と容積率の組合せの適用区域の選定

はおおむね１ｈａ以上とする。 

 

９．用途地域又は地区計画等で定める事項 

用途地域の変更を行う場合は、目標とする市街地

像を実現するため、原則として用途、敷地面積の最

低限度、壁面の位置などに関する事項や、地区の環

境の向上に配慮して壁面後退部分の緑化などに関

する事項を定めることとする。 
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指定標準 

適用区域 

建蔽率 

％ 

容積率 

％ 

用途地域の変更にあたり導入を 

検討すべき事項（注） 

１．用途が混在しているが住環境を保護する区域  ５０ １５０ 用・敷 

   

６０ ２００  

   

２．おおむね１２ｍ以上の幅員の道路沿いの区域又は都

市拠点周辺で高度利用を図る区域 

 

 

５０ ２００ 用・敷 

 

６０ 

 

３００ 

 

 

 

（注）用途地域の変更にあたり、指定標準の内容に応じて原則として用途地域又は地区計画等で

導入を検討すべき事項及びその凡例 

敷：敷地面積の最低限度 壁：壁面の位置又は外壁の後退距離 容：容積率の最高限度 

用：建築物等の用途制限 高：高さの最高限度  
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６ 第二種住居地域 

指定、配置及び規模等の基準 

 

１．指定すべき区域 

主として住居の環境を保護するため定める地域 

(1) 大規模な店舗、事務所等が混在している住宅

地で、住環境を保護する区域 

(2) 第一種住居地域を貫通する幹線道路沿いの区

域で、住環境を保護する区域 

 

２．容積率 

２００％以下とし、高度利用を図る区域は３０

０％とする。 

 

３．建蔽率 

原則として６０％とする。ただし、地域の特性

に応じて５０％とすることができる。 

 

４．建蔽率と容積率の組合せ 

建蔽率と容積率の組合せは、指定標準のとおり

とする。 

 

５．敷地面積の最低限度 

敷地面積の最低限度は、必要な区域について積

極的に指定する。 

 

６．高度地区 

(1) 原則として、第二種高度地区に指定し、容積

率３００％の区域は第三種高度地区に指定す

る。ただし、路線式指定の区域で特に住環境の

保護を図る必要がある区域または容積率１５

０％の区域は、第一種高度地区に指定すること

ができる。 

(2) 良好な街並み景観の誘導を図るべき区域等

は、住環境に配慮しつつ、絶対高さ制限を定め

る高度地区に指定することができる。 

 

７．防火地域及び準防火地域 

原則として、準防火地域に指定する。ただし、

容積率２００％以上の区域で市街地の安全性の向

上を図る区域は、防火地域に指定することができ

る。 

  

８．規模 

 おおむね３ｈａ以上とし、形状は整形とする。た

だし、道路沿いに路線式指定とする区域は、この限

りではない。 

 また、建蔽率と容積率の組合せの適用区域の選定

はおおむね１ｈａ以上とする。 

 

９．用途地域又は地区計画等で定める事項 

 用途地域の変更を行う場合は、目標とする市街地

像を実現するため、原則として用途、敷地面積の最

低限度、壁面の位置などに関する事項や、地区の環

境の向上に配慮して壁面後退部分の緑化などに関

する事項を定めることとする。 
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指定標準 

適用区域 

建蔽率 

％ 

容積率 

％ 

用途地域の変更にあたり導入を 

検討すべき事項（注） 

１．大規模な店舗、事務所等が混在している住宅地で、 ５０ １５０ 用・敷 

住環境を保護する区域    

 ６０ ２００  

    

２．おおむね１２ｍ以上の幅員の道路沿いの区域又は都 ５０ ２００ 用・敷 

市拠点周辺で高度利用を図る区域    

 ６０ ３００  

    

 

（注）用途地域の変更にあたり、指定標準の内容に応じて原則として用途地域又は地区計画等で

導入を検討すべき事項及びその凡例 

敷：敷地面積の最低限度 壁：壁面の位置又は外壁の後退距離 容：容積率の最高限度 

用：建築物等の用途制限 高：高さの最高限度 
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７ 準住居地域 

指定、配置及び規模等の基準 

 

１．指定すべき区域 

道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業

務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居

の環境を保護するため定める地域 

(1) 住宅地を貫通する幹線道路等の沿道のうち、

自動車関連施設等が立地している区域又は計画

的に立地を図る区域で、住環境を保護する区域 

 

２．容積率 

２００％とし、高度利用を図る区域は３００％ 

とする。 

 

３．建蔽率 

原則として６０％とする。ただし、地域の特性

に応じて５０％とすることができる。 

 

４．建蔽率と容積率の組合せ 

建蔽率と容積率の組合せは、指定標準のとおり

とする。 

 

５．敷地面積の最低限度 

敷地面積の最低限度は、必要な区域について積

極的に指定する。 

 

６．高度地区 

(1) 原則として、容積率２００％の区域は第二種

高度地区に指定し、容積率３００％の区域は第

三種高度地区に指定する。 

(2) 良好な街並み景観の誘導を図るべき区域等

は、住環境に配慮しつつ、絶対高さ制限を定め

る高度地区に指定することができる。 

 

７．防火地域及び準防火地域 

原則として、準防火地域に指定する。 

ただし、市街地の安全性の向上を図る区域は、

防火地域に指定することができる。 

 

８．規模 

 おおむね１ｈａ以上とする。 

 

 

  

９．用途地域又は地区計画等で定める事項 

用途地域の変更を行う場合は、目標とする市街

地像を実現するため、原則として用途、敷地面積

の最低限度、壁面の位置などに関する事項や、地

区の環境の向上に配慮して壁面後退部分の緑化

などに関する事項を定めることとする。 
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指定標準 

適用区域 

建蔽率 

％ 

容積率 

％ 

用途地域の変更にあたり導入を 

検討すべき事項（注） 

１．道路沿いに自動車関連施設等が立地している区域 ５０ ２００ 用・敷 

   

 ６０  

   

２．住宅地を貫通するおおむね１２ｍ以上の幅員の道

路沿いの区域において自動車関連施設等が立地して

いる区域又は計画的な立地を図る区域であって、住

居の環境の保護を図る必要がある区域 

５０ ２００ 

 

３００ 

 

用・敷 

 

６０ 

 

 

 

（注）用途地域の変更にあたり、指定標準の内容に応じて原則として用途地域又は地区計画等で

導入を検討すべき事項及びその凡例 

敷：敷地面積の最低限度 壁：壁面の位置又は外壁の後退距離 容：容積率の最高限度 

用：建築物等の用途制限 高：高さの最高限度 
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８ 田園住居地域 

指定、配置及び規模等の基準 

 

１．指定すべき区域 

農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため

定める地域 

(1) 低層住宅と農地が混在し、両者の調和により

良好な居住環境と営農環境の形成を図る区域 

(2) 土地区画整理事業等により、道路などの公共

施設が整備されている区域等で、居住環境と営

農環境の形成を図る区域 

 

２．建蔽率と容積率の組合せ 

建蔽率と容積率の組合せは、指定標準のとおり 

とする。 

 

３．外壁の後退距離 

外壁の後退距離は、必要な区域について１．５

ｍ又は１ｍに指定する。ただし、地区計画により

異なる数値を定めることができる。 

 

４．敷地面積の最低限度 

  敷地面積の最低限度は、必要な区域について積

極的に指定する。 

 

５．高度地区 

  原則として、第一種高度地区に指定する。 

 

６．防火地域及び準防火地域 

  建蔽率５０％以上の区域は準防火地域に指定す

る。ただし、公共施設の整備された区域や農地が

混在し延焼のおそれの低い区域については、この

限りでない。 

また、延焼の防止を図る必要のある区域につい

ては、建蔽率４０％の区域についても指定するこ

とができる。 

 

７．建築物の高さの最高限度 

  建築物の高さの最高限度は、１０ｍに指定する。

ただし、学校（教育施設）は１２ｍとすることが

できる。 

 

８．規模 

 おおむね１ｈａ以上とし、形状は整形とする。

ただし、低層住居専用地域と隣接し、指定する区

域の農地が良好な住環境の形成に寄与する場合

は、この限りでない。 

  

９．用途地域又は地区計画等で定める事項 

 用途地域の変更を行う場合は、良好な居住環境

と営農環境を維持するため、必要に応じて敷地面

積の最低限度や壁面の位置などに関する事項を定

めることとする。 
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指定標準 

適用区域 

建蔽率 

％ 

容積率 

％ 

建築物の高さの最高限度 

ｍ 

用途地域の変更にあたり導入を 

検討すべき事項（注） 

１．環境良好な一般的な低層住宅地と農地 ４０ ８０ １０  

が混在し、両者が調和して良好な居住環     

 境と営農環境を形成している区域 ５０ １００  敷 

     

２．農地等が多く、道路等の都市基盤が未  ３０ ５０ １０  

  整備な区域 ４０ ６０   

     

３．地区計画、耕地整理事業等により道路

等がある程度整備されている区域又は用

途地域や地区計画等において、敷地規模

や壁面の位置など、居住環境と営農環境

の向上に寄与する事項が定められた区域 

５０ 

 

１００ １０ 敷・壁 

   

   

  

  

  

４．土地区画整理事業の完了した区域若し ５０ １００ １０ 敷 

くは仮換地指定（仮換地未指定の区域を     

 含めて誘導容積型地区計画をかける場合     

は、当該区域を含む。）が行われた区域又

は道路等の公共施設が整備された区域 

 

   

 

（注）用途地域の変更にあたり、指定標準の内容に応じて原則として用途地域又は地区計画等で

導入を検討すべき事項及びその凡例 

敷：敷地面積の最低限度 壁：壁面の位置又は外壁の後退距離 容：容積率の最高限度 

用：建築物等の用途制限 高：高さの最高限度 
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９ 近隣商業地域 

指定、配置及び規模等の基準 

 

１．指定すべき区域 

近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行

うことを主たる内容とする商業その他の業務の利

便を増進するため定める地域 

(1) 都市拠点（行政拠点を除く）及び拠点に準ず 

る地区並びにそれらの周辺区域 

(2) 日常購買品を扱う店舗を主体とした区域 

(3) 住宅地に新駅が設置されるなど、日常購買品 

を扱う店舗等の立地を図る区域 

(4) 幹線道路沿いで、沿道にふさわしい業務施設 

 等が立地している区域又は計画的に立地を図

る区域 

 

２．容積率 

(1) 原則として３００％とする。 

(2) 都市拠点（行政拠点を除く）又は幹線道路沿 

いの区域で、高度利用を図る区域は４００％ 

を指定することができる。 

(3) 第一種低層住居専用地域または第二種低層

住居専用地域に囲まれた区域は原則として２０

０％とする。 

 

３．建蔽率 

 原則として８０％とする。ただし、地域の特性

に応じて６０％とすることができる。 

 

４．建蔽率と容積率の組合せ 

建蔽率と容積率の組合せは、指定標準のとおり 

とする。 

 

５．敷地面積の最低限度 

敷地面積の最低限度は、必要な区域について積

極的に指定する。 

 

６．高度地区 

(1) 原則として、容積率２００％の区域は第二種

高度地区に指定し、容積率３００％以上の区域

は第三種高度地区に指定する。 

(2) 良好な街並み景観の誘導を図るべき区域等

は、住環境に配慮しつつ、絶対高さ制限を定め

る高度地区に指定することができる。 

 

  

７．防火地域及び準防火地域 

 容積率４００％の区域は、防火地域に指定する。

その他の区域は、準防火地域に指定する。ただし、

容積率３００％以下の区域で市街地の安全性の向

上を図る区域は、防火地域に指定することができ

る。 

 

８．規模 

 おおむね０．５ｈａ以上とする。ただし、商業

地域に隣接する区域又は道路沿いに路線式指定と

する区域は、この限りではない。 

 

９．用途地域又は地区計画等で定める事項 

 用途地域の変更を行う場合は、目標とする市街

地像を実現するため、原則として用途、敷地面積

の最低限度、壁面の位置などに関する事項や、地

区の環境の向上に配慮して壁面後退部分の緑化な

どに関する事項を定めることとする。 
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指定標準 

適用区域 

建蔽率 

％ 

容積率 

％ 

集団、路線式の別 
用途地域の変更にあたり導入を 

検討すべき事項（注） 

１．第一種低層住居専用地域または第二種 ６０ ２００ 路線式 用・敷 

低層住居専用地域に接する区域     

 ８０ ３００   

     

２．上記１．の区域以外の用途地域に接す

る区域 

６０ ２００ 路線式 用・敷 

 ８０ ３００   

     

３．都市拠点（行政拠点を除く）及び拠点

に準ずる地区並びにそれらの周辺区域 

６０ 

 

８０ 

２００ 集団 用・敷 

  

３００  

  

４００ 用・敷・壁 

  

４．おおむね１６ｍ以上の幹線道路沿いの ６０ ４００ 路線式 用・敷・壁 

区域で、高度利用を図る区域    

 ８０   

    

 

（注）用途地域の変更にあたり、指定標準の内容に応じて原則として用途地域又は地区計画等で

導入を検討すべき事項及びその凡例 

敷：敷地面積の最低限度 壁：壁面の位置又は外壁の後退距離 容：容積率の最高限度 

用：建築物等の用途制限 高：高さの最高限度 
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10 商業地域 

指定、配置及び規模等の基準 

 

１．指定すべき区域 

主として商業その他の業務の利便を増進するた

め定める地域 

(1) 中心拠点 

(2) 幹線道路沿いで、商業・業務施設等が立地し

ている区域又は立地を図る区域 

(3) 近隣商業地域では許容されない商業施設が多

く立地している区域 

 

２．容積率 

(1) 原則として、４００％以下とする。 

(2) 幹線道路沿いで住宅地に接する場合は、後背

地との容積率の差が過大とならないよう配慮す

る（容積率の差がおおむね３００％以内とす

る。）。 

 

３．高度地区 

(1) 原則として、容積率２００％の区域は第二種

高度地区に、容積率３００％の区域は第三種高

度地区に指定する。 

容積率４００％の区域については、路線式指

定の区域を除き、原則として斜線制限型高度地

区に指定しないものとする。 

(2) 良好な街並み景観の誘導を図るべき区域等

は、住環境に配慮しつつ、絶対高さ制限を定め

る高度地区に指定することができる。 

 

４．防火地域及び準防火地域 

 容積率４００％の区域は防火地域に指定する。

その他の区域は、準防火地域に指定する。ただし、

容積率３００％以下の区域で市街地の安全性の向

上を図る区域は、防火地域に指定することができ

る。 

 

５．規模 

 おおむね０．５ｈａ以上とする。ただし、近隣

商業地域と接する区域及び路線式指定とする区域

は、この限りではない。 

 

  

６．用途地域又は地区計画等で定める事項 

 用途地域の変更を行う場合は、目標とする市街

地像を実現するため、原則として用途、敷地面積

の最低限度、建築物の高さ、壁面の位置などに関

する事項や、地区の環境の向上に配慮して壁面後

退部分の緑化などに関する事項を定めることと

する。 
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指定標準 

適用区域 

容積率 

％ 

都市施設の整備 集団、路線式の別 
用途地域の変更にあたり導入を 

検討すべき事項（注） 

１．近隣商業地域では許容されない商業施

設が多く立地している区域で高度利用

を図ることが不適当な区域又は道路幅

員が狭く高度利用を図ることができな

い区域若しくは高度利用を図る必要が

ない区域 

 

２００ 未完 集団又は 用・敷 

 

３００ 

 

完成 

路線式 

 

 

    

    

２．近隣商業地域では許容されない商業 ２００  集団又は 用・敷 

 施設が多く立地している区域で、高度   路線式  

 利用を図る区域 

 

３００ 

 

４００ 

 

   

３．幅員２０ｍ以上の幹線道路沿いの区 

 域 

４００ 

 

 路線式 用・敷 

    

４．商業・業務施設の立地を図る都市拠点

の区域 

２００ 

 

 集団 用・敷 

３００ 

 

４００ 

 

   

 

（注）用途地域の変更にあたり、指定標準の内容に応じて原則として用途地域又は地区計画等で

導入を検討すべき事項及びその凡例 

敷：敷地面積の最低限度 壁：壁面の位置又は外壁の後退距離 容：容積率の最高限度 

用：建築物等の用途制限 高：高さの最高限度 
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11 準工業地域 

指定、配置及び規模等の基準 

 

１．指定すべき区域 

主として、環境の悪化をもたらすおそれのない

工業の利便を増進するために定める地域 

(1) 工場と住宅が混在しており、住工の調和を図

りながら都市型工業や地場産業などの育成を図

るべき区域又は住環境の保護を図りつつ工業の

立地を図る区域 

(2) 流通関連施設などの立地を誘導する区域 

(3) 水道、下水道、ごみ焼却場等の供給処理施設

の立地する区域 

(4) 店舗、事務所、流通関連施設等の業務系施設

又は自動車修理工場等沿道サービス施設等の立

地する区域 

 

２．容積率 

(1) 原則として２００％とする。ただし、都市施

設の整備状況又は土地利用状況に応じ高度利用

を図る区域は、３００％とすることができる。 

(2) 特に高度利用を必要としない区域は、１５

０％とする。 

 

３．建蔽率 

原則として６０％とする。ただし、地域の特性

に応じて５０％とすることができる。 

 

４．建蔽率と容積率の組合せ 

建蔽率と容積率の組合せは、指定標準のとおり

とする。 

 

５．敷地面積の最低限度 

敷地面積の最低限度は、必要な区域について積

極的に指定する。 

 

６．高度地区 

(1) 原則として、容積率２００％以下の区域は第

二種高度地区に、容積率３００％の区域は第三

種高度地区に指定する。ただし、容積率１５０％

の区域は第一種高度地区に指定することができ

る。 

(2) 良好な街並み景観の誘導を図るべき区域等

は、住環境に配慮しつつ、絶対高さ制限を定め

る高度地区に指定することができる。 

 

  

７．防火地域及び準防火地域 

 準防火地域に指定する。ただし、容積率２０

０％以上の区域で市街地の安全性の向上を図る

区域は、防火地域に指定することができる。 

 

８．規模 

 おおむね５ｈａ以上とし、形状は整形とする。

ただし、供給処理施設等が立地している区域、工

業地域と隣接する区域又は道路沿いに路線式指

定する区域は、この限りでない。 

 

９．用途地域又は地区計画等で定める事項 

 用途地域の変更を行う場合は、工場と住宅との

調和する市街地像を実現するため、原則として用

途、敷地面積の最低限度、壁面の位置などに関す

る事項や、地区の環境の向上に配慮して壁面後退

部分の緑化などに関する事項を定めることとす

る。 
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指定標準 

適用区域 

建蔽率 

％ 

容積率 

％ 

用途地域の変更にあたり導入 

検討すべき事項（注） 

１．住宅と調和した複合市街地を目指す区域又は供給処 ５０ １５０ 用・敷 

 理施設等の立地する区域    

 ６０ ２００  

    

２．工業系の施設があり、店舗、事務所、流通関連施設 ５０ ３００ 用・敷 

等又は沿道サービス施設等が立地している区域で、高    

度利用を図る区域 ６０   

    

３．鉄道沿線、幹線道路沿道、飛行場周辺等で、騒音等 ５０ ２００ 用・敷 

が著しい区域又は著しくなると予想される区域で、    

特に後背地の良好な住環境を保護することが必要な ６０   

区域 

 

   

 

（注）用途地域の変更にあたり、指定標準の内容に応じて原則として用途地域又は地区計画等で

導入を検討すべき事項及びその凡例 

敷：敷地面積の最低限度 壁：壁面の位置又は外壁の後退距離 容：容積率の最高限度 

用：建築物等の用途制限 高：高さの最高限度 
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12 工業地域 

指定、配置及び規模等の基準 

（指定標準及び適用区域） 

 

１．指定すべき区域 

主として、工業の利便を増進するため定める地域 

(1) 準工業地域では許容されない工場又は危険物の貯蔵所・処理場の立地を図るべき区域 

(2) 工業団地など産業機能を集積させ、その機能の育成を図るべき区域 

(3) 住宅等との混在を排除することが困難又は不適当な工業地で、産業機能の維持を図るべき区域 

 

２．容積率 

原則として２００％とする。ただし、特に高度利用を必要としない区域については１５０％以下とする。 

 

３．建蔽率 

原則として６０％とする。ただし、地域の特性に応じては５０％とすることができる。 

 

４．高度地区 

原則として指定しないものとする。ただし、地区内又はその周辺の環境に配慮が必要な場合、指定するこ

とができる。 

 

５．防火地域及び準防火地域 

原則として準防火地域に指定する。 

 

６．規模 

おおむね５ｈａ以上とする。 
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Ⅲ その他の地域地区に関する指定基準 
 
１ 特別用途地区 

 用途地域との関係を十分に考慮したうえで、当該地区の特性にふさわしい土地

利用の増進、環境の保護等、実現を図るべき特別の目的を明確に設定して、適切

な位置及び規模で定めることとする。 

 

２ 高度地区 

(1)原則として、第一種低層住居専用地域は第一種高度地区とする。 

 (2)原則として、容積率 200％の区域は第二種高度地区とする。 

 (3)原則として、容積率 300％の区域は第三種高度地区とする。 

 (4)路線式指定の区域で特に住環境の保護を図る必要がある区域または容積率

150％の区域は、第一種高度地区に指定することができる。 

(5)良好な街並み景観を誘導する区域については、周辺の住環境の保護や都市

景観の形成など地区特性に配慮しつつ、絶対高さ制限を定めた高度地区を指

定することができる。 

 

３ 防火地域及び準防火地域 

(1)原則として、建蔽率 50％以上の区域は準防火地域に指定する。 

 (2)原則として、容積率 400％の区域は防火地域に指定する。また、容積率 200％

以上の区域で市街地の安全性の向上を図る区域については、防火地域に指定

することができる。 

 
４ その他の地区 

 その他の地区の指定又は変更については、それぞれの法令等に基づくものとす

る。 

 

 

 
Ⅳ 運 用 に つ い て 
 

１ 法律等の改正が行われた場合など、社会経済情勢の変化を踏まえ、政策誘導

の視点からこの「指定方針及び指定基準」の内容を再検討し、必要に応じて変

更するものとする。 

 

２ 土地利用に関するその他の都市計画の決定等にあたっても、この「指定方針

及び指定基準」を踏まえて行うものとする。 

 

３ この「指定方針及び指定基準」は、令和３年４月１日から施行する。 
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新 旧 議題８資料② 



 

 

 

 

 

は じ め に 

 

 

平成 24 年に、用途地域等に係る都市計画決定権限が都道府県から市町村に移

譲された際に、東京都が策定した「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」

（以下「方針等」という。）を基本的には準用しつつ、より地域の実情に即し、本

市のまちづくりの計画等に沿った「昭島市用途地域等に関する指定方針及び指定

基準」（以下「指定方針及び指定基準」という。）を策定した。 

その後、東京都においては、東京の持続的な発展を目指し、平成 29 年９月に、

2040 年代に目指すべき都市の姿とその実現に向けた、都市づくりの基本的な方針

と具体的な方策を示す「都市づくりのグランドデザイン」を策定し、これを踏ま

えた土地利用を推進するため、令和元年 10 月に東京都の「方針等」を改定した。 

さらに、本市においては、令和３年３月に、2040 年代を目標年次とする「昭島

市都市計画マスタープラン」を改定した。 

これらの状況の変化と、国における田園住居地域の創設なども踏まえ、本市の

「指定方針及び指定基準」について、ここに改定するものである。 

今後は、「昭島市都市計画マスタープラン」に掲げた本市のまちづくりの基本

方針をもとに、現況の土地利用を踏まえ、魅力と活力ある都市づくりを進めてい

くため、この「指定方針及び指定基準」に基づき、適切に用途地域等の指定を行

うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は じ め に 

 

 

平成２３年８月、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律（分権一括法）」の公布に伴い、都市計画法

が一部改正され、用途地域等に係る都市計画決定権限が、平成２４年４月１日を

もって都道府県から市町村に移譲された。 

従前、東京都では、「東京の新しい都市づくりビジョン」、「東京における土地

利用に関する基本方針」を踏まえ、平成１４年７月に「用途地域等に関する指定

方針及び指定基準」（以下「方針等」という。）を策定し、政策誘導型の都市づく

りを進めてきた。 

東京都の方針等は、東京都全体を視野に入れ、広域的な観点から定められたも

のであることから、この方針等を基本的には準用しつつ、より地域の実情に即し、

本市のまちづくりの計画等に沿ったものとすることを目的に、ここに「昭島市用

途地域等に関する指定方針及び指定基準」(以下「指定方針及び指定基準」という。)

を策定する。 

今後は、昭島市都市計画マスタープラン等に掲げた本市のまちづくりの基本

方針をもとに、現況の土地利用を踏まえ、水と緑を活かし環境と共生した魅力と

活力ある都市づくりを進めていくため、この「指定方針及び指定基準」に基づき

適切に用途地域等の指定を行うものとする。 
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Ⅰ 用途地域等に関する指定方針 

１ 用途地域に関する指定方針 

 東京都の方針等を基本とし、昭島市都市計画マスタープランにおいて地域の特性 

を踏まえて設定した各ゾーン等における用途地域の指定方針は以下のとおりとする。 

  

(1) にぎわいと交流を育むゾーン 

  都市拠点及び拠点に準ずる地区に位置付けられた各駅周辺については、地域の 

特性に応じて、商業系の用途地域を指定する。 

  

(2) 水と緑を守り育てるゾーン 

  「緑の拠点」及び「水と緑の主軸」に位置付けられた各エリアについては、周辺地 

域との連続性等を考慮した用途地域を指定する。 

 

(3) 環境に配慮した生産・流通ゾーン 

  中神駅及び昭島駅の北部、郷地・福島地区などの工業地や、拝島橋周辺の大規 

模な流通施設が立地する地区については、地域の特性に応じて、工業系の用途地 

域を指定する。 

 

 (4) 緑豊かに住まうゾーン 

  江戸街道以南及び玉川上水以北の、主に低層住宅を中心とした土地利用がなさ 

れている地域については、良好な住環境の形成を図るため、原則として第一種低層 

住居専用地域を指定する。また、日用品販売店舗の立地を許容する区域は、第二 

種低層住居専用地域を指定する。 

 

 (5) 快適な都市生活を創るゾーン 

  江戸街道以北を中心とした、低層・中高層の住宅が高い密度で立地している地域 

については、利便性・安全性・快適性の高い住環境の形成及び保全を図るため、地 

域の特性に応じて、住居系の用途地域を指定する。 

    

(6) その他、沿道地域等における用途地域の指定方針 

  都市軸など主要な道路の沿道については、周辺の住環境に配慮しつつ、商業、 

サービス業などの立地を図るため、個々の道路の持つ機能や、地区の特性に応じて 

適切に用途地域を指定する。 

  また、立川基地跡地昭島地区については、土地利用計画に基づき、適切に用途 

地域を指定する。 
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Ⅰ 用途地域等に関する指定方針 

１ 用途地域に関する指定方針 

 東京都の方針等を基本とし、昭島市都市計画マスタープランにおいて地域の特性 

を踏まえて設定した各ゾーン等における用途地域の指定方針は以下のとおりとする。 

  

(1) にぎわいと交流をはぐくむゾーン 

  都市拠点及び拠点に準ずる地区に位置付けられた各駅周辺については、地域の 

特性に応じて、商業系の用途地域を指定する。 

また、市役所周辺については、今後も住宅地を主体として商業、業務、行政サー 

  ビス機能などの多様な機能の集積を図るため、第一種中高層住居専用地域、第一

種住居地域または第二種住居地域を指定する。 

  

(2) 緑を守り育てるゾーン 

  「緑の拠点」及び「水と緑の主軸」に位置付けられた各エリアについては、周辺地 

域との連続性等を考慮した用途地域を指定する。 

 

(3) 住と調和した生産・流通ゾーン 

  東中神駅、中神駅及び昭島駅の北部、郷地・福島地区などの工業地や、拝島橋 

周辺の大規模な流通施設が立地する地区については、地域の特性に応じて、工業 

系の用途地域を指定する。 

 

 (4) 緑豊かに住まうゾーン 

  江戸街道以南及び玉川上水以北の、主に低層住宅を中心とした土地利用がなさ 

れている地域については、良好な住環境の形成を図るため、原則として第一種低層 

住居専用地域を指定する。また、日用品販売店舗の立地を許容する区域は、第二 

種低層住居専用地域を指定する。 

 

 (5) 快適な都市生活を創るゾーン 

  江戸街道以北を中心とした、低層・中高層の住宅が高い密度で立地している地域 

については、利便性・安全性・快適性の高い住環境の形成及び保全を図るため、地 

域の特性に応じて、住居系の用途地域を指定する。 

    

(6) その他、沿道地域等における用途地域の指定方針 

  都市軸など主要な道路の沿道については、周辺の住環境に配慮しつつ、商業、 

サービス業などの立地を図るため、個々の道路の持つ機能や、地区の特性に応じて 

適切に指定する。 

        また、立川基地跡地昭島地区については、土地利用計画に基づき、適切に指定 

する。 
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(2) 地区計画の原則化  

     用途地域等の変更に当たっては、都市機能の更新、住環境の保全、住宅の質 

の向上、みどりの保全・創出など地区の課題にきめ細かく対応し、地域の特性 

に応じた目指すべき市街地像を実現するため、必要な事項を原則として地区計 

画に定める。 

みどりの保全・創出については、地域の特性に応じ、厚みとつながりのある 

みどりの充実やみどりの量的底上げ、質の向上を図るための地区施設の配置や 

緑化率の設定などについても考慮するものとする。 

なお、容積率や建蔽率の低減や、地形地物による用途地域の変更など市街地 

環境に及ぼす影響が想定されない場合は地区計画を定めないことができる。 

 

(3) 区域の設定  

① 区域の境界線等 

  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居 

専用地域又は第二種中高層住居専用地域と、商業地域、工業地域とは、原 

則として相互に接して指定しないものとする。 

  また、住居系用途地域と路線式商業系用途地域が隣接する場合など、隣 

接する用途地域相互の容積率の差が過大にならないよう配慮して設定する 

ものとする。 

  用途地域等の区域の境界線は、道路、鉄道、河川その他の地形地物等、 

土地の範囲を明示するために適当なものを境界線とする。ただし、幹線道 

路沿道など地域の特性によりこれにより難い場合は、路線式指定とするこ 

とができるものとする。なお、地形地物等により難い場合は、市街地再開 

発事業境界、行政界などを境界線とすることができる。 

 

② 標準面積及び路線式指定の区域 

  用途地域等の最小標準面積は、「指定基準」に示された数値を原則とする 

が、都市計画事業や、特別用途地区、地区計画等により計画的な市街地の 

整備を図る区域、比較的規模の大きい供給処理施設等の公共施設の区域に 

ついては、指定基準の数値によらないことができる。 

  また、用途地域等を路線式指定とする場合、原則としてその区域の幅は 

道路境界線より 20ｍとする。 

  ただし、おおむね 15ｍ以上の幅員を有する道路沿いの区域を路線式指定 

とする場合は、延焼遮断帯形成など土地利用の目標、地域の特性及び周辺 

の土地利用等を勘案し、その区域の幅は道路境界線より 30ｍとすることが 

できる。 
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(2) 地区計画の原則化  

     用途地域等の変更に当たっては、都市機能の更新、住環境の保全など地区の 

課題にきめ細かく対応し、地域の特性に応じた目指すべき市街地像を実現する 

ため、必要な事項を原則として地区計画に定める。 
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地環境に及ぼす影響が想定されない場合は地区計画を定めないことができる。 

 

(3) 区域の設定  

① 区域の境界線等 

  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居 

専用地域又は第二種中高層住居専用地域と、商業地域、工業地域とは、原 

則として相互に接して指定しないものとする。 

  また、住居系用途地域と路線式商業系用途地域が隣接する場合など、隣 

接する用途地域相互の容積率の差が過大にならないよう配慮して設定する 

ものとする。 

  用途地域等の区域の境界線は、道路、鉄道、河川その他の地形地物等、 

土地の範囲を明示するために適当なものを境界線とする。ただし、幹線道 

路沿道など地域の特性によりこれにより難い場合は、路線式指定とするこ 

とができるものとする。なお、地形地物等により難い場合は、市街地再開 

発事業境界、行政界などを境界線とすることができる。 

 

② 標準面積及び路線式指定の区域 

  用途地域等の最小標準面積は、「指定基準」に示された数値を原則とする 

が、都市計画事業や、特別用途地区、地区計画等により計画的な市街地の 

整備を図る区域、比較的規模の大きい供給処理施設等の公共施設の区域に 

ついては、指定基準の数値によらないことができる。 

  また、用途地域等を路線式指定とする場合、原則としてその区域の幅は 

道路境界線より 20ｍとする。 

  ただし、おおむね 15ｍ以上の幅員を有する道路沿いの区域を路線式指定 

とする場合は、延焼遮断帯形成など土地利用の目標、地域の特性及び周辺 

の土地利用等を勘案し、その区域の幅は道路境界線より 30ｍとすることが 

できる。 
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８ 田園住居地域 

指定、配置及び規模等の基準 

 

１．指定すべき区域 

農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため

定める地域 

(1) 低層住宅と農地が混在し、両者の調和により

良好な居住環境と営農環境の形成を図る区域 

(2) 土地区画整理事業等により、道路などの公共

施設が整備されている区域等で、居住環境と営

農環境の形成を図る区域 

 

２．建蔽率と容積率の組合せ 

建蔽率と容積率の組合せは、指定標準のとおり

とする。 

 

３．外壁の後退距離 

外壁の後退距離は、必要な区域について１．５

ｍ又は１ｍに指定する。ただし、地区計画により

異なる数値を定めることができる。 

 

４．敷地面積の最低限度 

  敷地面積の最低限度は、必要な区域について積

極的に指定する。 

 

５．高度地区 

  原則として、第一種高度地区に指定する。 

 

６．防火地域及び準防火地域 

  建蔽率５０％以上の区域は準防火地域に指定す

る。ただし、公共施設の整備された区域や農地が

混在し延焼のおそれの低い区域については、この

限りでない。 

また、延焼の防止を図る必要のある区域につい

ては、建蔽率４０％の区域についても指定するこ

とができる。 

 

７．建築物の高さの最高限度 

  建築物の高さの最高限度は、１０ｍに指定する。

ただし、学校（教育施設）は１２ｍとすることがで

きる。 

  

８．規模 

 おおむね１ｈａ以上とし、形状は整形とする。た

だし、低層住居専用地域と隣接し、指定する区域の

農地が良好な住環境の形成に寄与する場合は、こ

の限りでない。 

 

９．用途地域又は地区計画等で定める事項 

 用途地域の変更を行う場合は、良好な居住環境

と営農環境を維持するため、必要に応じて敷地面

積の最低限度や壁面の位置などに関する事項を定

めることとする。 
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指定標準 

適用区域 
建蔽率 

％ 

容積率 

％ 

建築物の高さの最高限度 

ｍ 

用途地域の変更にあたり導入を 

検討すべき事項（注） 

１．環境良好な一般的な低層住宅地と農地 ４０ ８０ １０  

が混在し、両者が調和して良好な居住環     

 境と営農環境を形成している区域 ５０ １００  敷 

     

２．農地等が多く、道路等の都市基盤が未  ３０ ５０ １０  

  整備な区域 ４０ ６０   

     

３．地区計画、耕地整理事業等により道路等

がある程度整備されている区域又は用途

地域や地区計画等において、敷地規模や

壁面の位置など、居住環境と営農環境の

向上に寄与する事項が定められた区域 

５０ 

 

１００ １０ 敷・壁 

   

   

  

  

  

４．土地区画整理事業の完了した区域若し ５０ １００ １０ 敷 

くは仮換地指定（仮換地未指定の区域を     

 含めて誘導容積型地区計画をかける場合     

は、当該区域を含む。）が行われた区域又

は道路等の公共施設が整備された区域 

 

   

 

（注）用途地域の変更にあたり、指定標準の内容に応じて原則として用途地域又は地

区計画等で導入を検討すべき事項及びその凡例 

敷：敷地面積の最低限度 壁：壁面の位置又は外壁の後退距離 容：容積率の最高限度 

用：建築物等の用途制限 高：高さの最高限度 
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８ 近隣商業地域 

指定、配置及び規模等の基準 

 

１．指定すべき区域 

近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行

うことを主たる内容とする商業その他の業務の利

便を増進するため定める地域 

(1) 都市拠点（行政拠点を除く）及び拠点に準ず 

る地域の周辺区域 

(2) 日常購買品を扱う店舗を主体とした区域 

(3) 住宅地に新駅が設置されるなど、日常購買品 

を扱う店舗等の立地を図る区域 

(4) 幹線道路沿いで、沿道にふさわしい業務施設 

 等が立地している区域又は計画的に立地を図

る区域 

 

２．容積率 

(1) 原則として３００％とする。 

(2) 都市拠点（行政拠点を除く）又は幹線道路沿 

いの区域で、高度利用を図る区域は４００％ 

を指定することができる。 

(3) 第一種低層住居専用地域または第二種低層

住居専用地域に囲まれた区域は原則として２０

０％とする。 

 

３．建ぺい率 

 原則として８０％とする。ただし、地域の特性に

応じて６０％とすることができる。 

 

４．建ぺい率と容積率の組合せ 

建ぺい率と容積率の組合せは、指定標準のとお 

りとする。 

 

５．敷地面積の最低限度 

敷地面積の最低限度は、必要な区域について積

極的に指定する。 

 

６．高度地区 

(1) 原則として、容積率２００％の区域は第二種

高度地区に指定し、容積率３００％以上の区域

は第三種高度地区に指定する。 

(2) 良好な街並み景観の誘導を図るべき区域等

は、住環境に配慮しつつ、絶対高さ制限を定め

る高度地区に指定することができる。 

 

  

７．防火地域及び準防火地域 

 容積率４００％の区域は、防火地域に指定する。

その他の区域は、準防火地域に指定する。ただし、

容積率３００％以下の区域で市街地の安全性の向

上を図る区域は、防火地域に指定することができ

る。 

 

８．規模 

 おおむね０．５ｈａ以上とする。ただし、商業地

域に隣接する区域又は道路沿いに路線式指定とす

る区域は、この限りではない。 

 

９．用途地域又は地区計画等で定める事項 

 用途地域の変更を行う場合は、目標とする市街

地像を実現するため、原則として用途、敷地面積の

最低限度、壁面の位置などに関する事項や、地区の

環境の向上に配慮して壁面後退部分の緑化などに

関する事項を定めることとする。 

 

 
 
 
 

９ 近隣商業地域 

指定、配置及び規模等の基準 

 

１．指定すべき区域 

近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行

うことを主たる内容とする商業その他の業務の利

便を増進するため定める地域 

(1) 都市拠点（行政拠点を除く）及び拠点に準ず 

る地区並びにそれらの周辺区域 

(2) 日常購買品を扱う店舗を主体とした区域 

(3) 住宅地に新駅が設置されるなど、日常購買品 

を扱う店舗等の立地を図る区域 

(4) 幹線道路沿いで、沿道にふさわしい業務施設 

 等が立地している区域又は計画的に立地を図

る区域 

 

２．容積率 

(1) 原則として３００％とする。 

(2) 都市拠点（行政拠点を除く）又は幹線道路沿 

いの区域で、高度利用を図る区域は４００％ 

を指定することができる。 

(3) 第一種低層住居専用地域または第二種低層

住居専用地域に囲まれた区域は原則として２０

０％とする。 

 

３．建蔽率 

 原則として８０％とする。ただし、地域の特性に

応じて６０％とすることができる。 

 

４．建蔽率と容積率の組合せ 

建蔽率と容積率の組合せは、指定標準のとおり 

とする。 

 

５．敷地面積の最低限度 

敷地面積の最低限度は、必要な区域について積

極的に指定する。 

 

６．高度地区 

(1) 原則として、容積率２００％の区域は第二種

高度地区に指定し、容積率３００％以上の区域

は第三種高度地区に指定する。 

(2) 良好な街並み景観の誘導を図るべき区域等

は、住環境に配慮しつつ、絶対高さ制限を定め

る高度地区に指定することができる。 

 

  

７．防火地域及び準防火地域 

 容積率４００％の区域は、防火地域に指定する。

その他の区域は、準防火地域に指定する。ただし、

容積率３００％以下の区域で市街地の安全性の向

上を図る区域は、防火地域に指定することができ

る。 

 

８．規模 

 おおむね０．５ｈａ以上とする。ただし、商業地

域に隣接する区域又は道路沿いに路線式指定とす

る区域は、この限りではない。 

 

９．用途地域又は地区計画等で定める事項 

 用途地域の変更を行う場合は、目標とする市街

地像を実現するため、原則として用途、敷地面積の

最低限度、壁面の位置などに関する事項や、地区の

環境の向上に配慮して壁面後退部分の緑化などに

関する事項を定めることとする。 
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指定標準 

適用区域 
建蔽率 

％ 

容積率 

％ 
集団、路線式の別 

用途地域の変更にあたり導入を 

検討すべき事項（注） 

１．第一種低層住居専用地域または第二種 ６０ ２００ 路線式 用・敷 

低層住居専用地域に接する区域     

 ８０ ３００   

     

２．上記１．の区域以外の用途地域に接する

区域 

６０ ２００ 路線式 用・敷 

 ８０ ３００   

     

３．都市拠点（行政拠点を除く）及び拠点に

準ずる地区並びにそれらの周辺区域 

６０ 

 

８０ 

２００ 集団 用・敷 

  

３００  

  

４００ 用・敷・壁 

  

４．おおむね１６ｍ以上の幹線道路沿いの ６０ ４００ 路線式 用・敷・壁 

区域で、高度利用を図る区域    

 ８０   

    

 
 

（注）用途地域の変更にあたり、指定標準の内容に応じて原則として用途地域又は地区計画等で 

導入を検討すべき事項及びその凡例 

敷：敷地面積の最低限度 壁：壁面の位置又は外壁の後退距離 容：容積率の最高限度 

用：建築物等の用途制限 高：高さの最高限度  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

指定標準 

適用区域 
建ぺい率 

％ 

容積率 

％ 
集団、路線式の別 

用途地域の変更にあたり導入を 

検討すべき事項（注） 

１．第一種低層住居専用地域または第二種 ６０ ２００ 路線式 用・敷 

低層住居専用地域に接する区域     

 ８０ ３００   

     

２．上記１．の区域以外の用途地域に接する

区域 

６０ ２００ 路線式 用・敷 

 ８０ ３００   

     

３．都市拠点（行政拠点を除く）及び拠点に

準ずる地域の周辺区域 

６０ 

 

８０ 

２００ 集団 用・敷 

  

３００  

  

４００ 用・敷・壁 

  

４．おおむね１６ｍ以上の幹線道路沿いの ６０ ４００ 路線式 用・敷・壁 

区域で、高度利用を図る区域    

 ８０   

    

 
 

（注）用途地域の変更にあたり、指定標準の内容に応じて原則として用途地域又は地区計画等で 

導入を検討すべき事項及びその凡例 

敷：敷地面積の最低限度 壁：壁面の位置又は外壁の後退距離 容：容積率の最高限度 

用：建築物等の用途制限 高：高さの最高限度  
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Ⅲ その他の地域地区に関する指定基準 
 
１ 特別用途地区 

 用途地域との関係を十分に考慮したうえで、当該地区の特性にふさわしい土地

利用の増進、環境の保護等、実現を図るべき特別の目的を明確に設定して、適切

な位置及び規模で定めることとする。 

 

２ 高度地区 

(1)原則として、第一種低層住居専用地域は第一種高度地区とする。 

 (2)原則として、容積率 200％の区域は第二種高度地区とする。 

 (3)原則として、容積率 300％の区域は第三種高度地区とする。 

 (4)路線式指定の区域で特に住環境の保護を図る必要がある区域または容積率

150％の区域は、第一種高度地区に指定することができる。 

(5)良好な街並み景観を誘導する区域については、周辺の住環境の保護や都市

景観の形成など地区特性に配慮しつつ、絶対高さ制限を定めた高度地区を指

定することができる。 

 

３ 防火地域及び準防火地域 

(1)原則として、建蔽率 50％以上の区域は準防火地域に指定する。 

 (2)原則として、容積率 400％の区域は防火地域に指定する。また、容積率 200％

以上の区域で市街地の安全性の向上を図る区域については、防火地域に指定

することができる。 

 
４ その他の地区 

 その他の地区の指定又は変更については、それぞれの法令等に基づくものとす

る。 

 

 

 
Ⅳ 運 用 に つ い て 
 

１ 法律等の改正が行われた場合など、社会経済情勢の変化を踏まえ、政策誘導

の視点からこの「指定方針及び指定基準」の内容を再検討し、必要に応じて変

更するものとする。 

 

２ 土地利用に関するその他の都市計画の決定等にあたっても、この「指定方針

及び指定基準」を踏まえて行うものとする。 

 

３ この「指定方針及び指定基準」は、令和３年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ⅲ その他の地域地区に関する指定基準 
 
１ 特別用途地区 

 用途地域との関係を十分に考慮したうえで、当該地区の特性にふさわしい土地

利用の増進、環境の保護等、実現を図るべき特別の目的を明確に設定して、適切

な位置及び規模で定めることとする。 

 

２ 高度地区 

(1)原則として、第一種低層住居専用地域は第一種高度地区とする。 

 (2)原則として、容積率 200％の区域は第二種高度地区とする。 

 (3)原則として、容積率 300％の区域は第三種高度地区とする。 

 (4)路線式指定の区域で特に住環境の保護を図る必要がある区域または容積率

150％の区域は、第一種高度地区に指定することができる。 

(5)良好な街並み景観を誘導する区域については、周辺の住環境の保護や都市

景観の形成など地区特性に配慮しつつ、絶対高さ制限を定めた高度地区を指

定することができる。 

 

３ 防火地域及び準防火地域 

(1)原則として、建ぺい率 50％以上の区域は準防火地域に指定する。 

 (2)原則として、容積率 400％の区域は防火地域に指定する。また、容積率 200％

以上の区域で市街地の安全性の向上を図る区域については、防火地域に指定

することができる。 

 
４ その他の地区 

 その他の地区の指定又は変更については、それぞれの法令等に基づくものとす

る。 

 

 

 
Ⅳ 運 用 に つ い て 
 

１ 法律等の改正が行われた場合など、社会経済情勢の変化を踏まえ、政策誘導

の視点からこの「指定方針及び指定基準」の内容を再検討し、必要に応じて変

更するものとする。 

 

２ 土地利用に関するその他の都市計画の決定等にあたっても、この「指定方針

及び指定基準」を踏まえて行うものとする。 

 

３ この「指定方針及び指定基準」は、平成 24 年４月１日から施行する。 
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